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。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
熊
本
地
震
支
援
に
と
も
な
う
米
海
兵
隊
Ｍ
Ｖ
��
オ
ス
プ
レ
イ
投
入
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
は
、
平
成
二
十
八
年
熊
本
地
震
（
以
下
「
今
回
の
地
震
」
と
い
う
。
）
の
発
生
を

受
け
、平
成
二
十
八
年
四
月
十
七
日
午
前
、米
側
か
ら
米
軍
の
航
空
機
に
よ
る
輸
送
支
援
が
可
能
で
あ
る
と
の
連
絡
が
あ
り
、

同
日
午
前
、
中
谷
防
衛
大
臣
よ
り
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
報
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、

当
該
連
絡
に
お
い
て
は
、
航
空
機
の
機
種
は
特
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

当
該
報
告
を
受
け
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
よ
り
、
大
変
あ
り
が
た
い
申
出
で
あ
り
、
速
や
か
に
具
体
的
な
調
整
を
行
い
、

整
い
次
第
、
直
ち
に
実
施
に
移
す
よ
う
に
中
谷
防
衛
大
臣
に
指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
保
有
す
る
輸
送
機
（
輸
送
機
と
し
て
運
用
可
能
な
多
用
途
機
を
含
む
）
」
に
つ
い
て
の
「
充
足
状
況
」
の
定

義
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
時
点
で
、

九
州
地
方
に
所
在
す
る
各
自
衛
隊
の
部
隊
に
配
備
さ
れ
て
い
る
輸
送
機
及
び
陸
上
自
衛
隊
の
多
用
途
機
の
機
数
は
、
固
定
翼

一



機
は
零
機
及
び
回
転
翼
機
は
約
四
十
機
で
あ
り
、
九
州
地
方
に
所
在
し
な
い
各
自
衛
隊
の
部
隊
に
配
備
さ
れ
て
い
る
輸
送
機

及
び
陸
上
自
衛
隊
の
多
用
途
機
の
機
数
は
、
固
定
翼
機
は
約
四
十
機
及
び
回
転
翼
機
は
約
二
百
三
十
機
で
あ
る
。

ま
た
、同
年
四
月
十
七
日
時
点
で
、今
回
の
地
震
に
係
る
災
害
派
遣
活
動
に
従
事
し
て
い
た
自
衛
隊
の
航
空
機
に
関
し
て
、

九
州
地
方
に
所
在
す
る
各
自
衛
隊
の
部
隊
に
配
備
さ
れ
て
い
る
輸
送
機
及
び
陸
上
自
衛
隊
の
多
用
途
機
の
機
数
は
、
固
定
翼

機
は
零
機
及
び
回
転
翼
機
は
二
十
三
機
で
あ
り
、
九
州
地
方
に
所
在
し
な
い
各
自
衛
隊
の
部
隊
に
配
備
さ
れ
て
い
る
輸
送
機

及
び
陸
上
自
衛
隊
の
多
用
途
機
の
機
数
は
、
固
定
翼
機
は
九
機
及
び
回
転
翼
機
は
四
十
二
機
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
そ
の
運
用
並
び
に
充
足
状
況
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
修
理
・
点
検
中
で

あ
っ
た
り
、
他
の
任
務
等
に
従
事
す
る
航
空
機
を
除
き
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
運
用
可
能
な
自
衛
隊
の
航
空
機
を
最
大
限
活

用
し
、
必
要
な
災
害
派
遣
活
動
を
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

米
軍
か
ら
派
遣
さ
れ
た
垂
直
離
着
陸
機
Ｍ
Ｖ
二
二
オ
ス
プ
レ
イ
（
以
下
「
Ｍ
Ｖ
二
二
」
と
い
う
。
）
は
、
お
尋
ね
の
平
成

二
十
八
年
四
月
十
八
日
か
ら
同
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
月
十
八
日
に
食
料
、
水
等
約
十
ト
ン
を
、
同
月
十
九
日
に
食
料
、

水
等
約
九
ト
ン
を
、
同
月
二
十
日
に
食
料
、
水
等
約
九
ト
ン
を
、
そ
れ
ぞ
れ
熊
本
県
南
阿
蘇
村
へ
輸
送
し
て
い
る
。

二



お
尋
ね
の「
そ
の
運
用
状
況
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
Ｍ
Ｖ
二
二
の
輸
送
支
援
に
よ
り
、

被
災
地
へ
の
よ
り
迅
速
か
つ
効
果
的
な
物
資
の
輸
送
が
で
き
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
の
①
に
つ
い
て

今
回
の
地
震
へ
の
対
応
に
関
し
、
Ｍ
Ｖ
二
二
は
自
衛
隊
員
の
輸
送
を
実
施
し
て
い
な
い
。

四
の
②
に
つ
い
て

Ｍ
Ｖ
二
二
を
含
む
米
軍
の
航
空
機
に
よ
る
輸
送
支
援
は
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
に
終
結
し
て
お
り
、
現
時
点
で
Ｍ

Ｖ
二
二
を
含
む
米
軍
の
航
空
機
の
追
加
派
遣
の
要
請
を
改
め
て
行
う
予
定
は
な
い
。

三


